
対象品目（例） 判断基準

ちらし,ポスター
パンフレット
リーフレット
社用封筒
社用便せん

用紙については以下のものであること

・古紙パルプ配合率70％以上のもの、または古紙パルプとFSC認証

パルプのミックス品であること

・塗工用紙の場合、塗工量両面で30g/㎡以下であること

・非塗工用紙の場合、白色度が70％程度以下であること

・再生利用しにくい加工が施されていないこと

印刷方法はグリーン購入法またはエコマークに沿ったものであること

【参考】

・オフセット印刷に関して、芳香族成分が1％以下の溶剤のみを用いる

印刷用インキを使用すること 等

１ 適用範囲

本ガイドラインの適用範囲は、九州電力送配電(株)が調達する印刷（品工種コード：２１
０、２１１、２１２、２１３）について適用します。

*品工種コードとは、当社のデータ管理用の社内用コードです。

2 対象品目（例）と判断基準（製品選定の際の留意点）

〇以下の判断基準に適合すること

○印刷物には、原則として環境配慮紙を利用している旨の記載（「再生紙使用マーク」等）

をすること。

※別表「古紙リサイクル適正ランクリスト」に示されたB、CおよびDランクの材料につい

ては、古紙再生を阻害する要因であるため、できるだけ使用を避けること。

（やむをえず使用する場合は、使用後の分別リサイクルを促進するため、できるだけ印

刷物に使用部位、廃棄方法を記載すること）
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以 上

【Aランク】 【Bランク】 【Cランク】 【Dランク】

紙、板紙へのリサイクルに
おいて阻害にならない

紙へのリサイクルには阻害
となるが、板紙へのリサイ
クルには阻害とならない

紙、板紙へのリサイクルに
おいて阻害となる

微量の混入でも除去するこ
とが出来ないため、紙、板
紙へのリサイクルが不可能
になる

①
紙

【普通紙】
アート紙／コート紙／上質
紙／中質紙／更紙

— — —

【加工紙】
抄色紙（Ａ）＊／ファン
シーペーパー（Ａ）＊／樹
脂含浸透紙（水溶性のも
の）

【加工紙】
抄色紙（Ｂ）＊／ファン
シーペーパー（Ｂ）＊／ポ
リエチレン等樹脂コーティ
ング紙／ポリエチレン等樹
脂ラミネート紙／グラシン
ペーパー／インディアペー
パー

【加工紙】
抄色紙（Ｃ）＊／ファン
シーペーパー（Ｃ）＊／樹
脂含浸紙（水溶性のものを
除く）／硫酸紙／ターポリ
ン紙／ロウ紙／セロハン／
合成紙／カーボン紙／ノー
カーボン紙／感熱紙／圧着
紙

【加工紙】
捺染紙／昇華転写紙／感熱
性発砲紙／芳香紙

②
イ
ン
キ
類

【通常インキ】
凸版インキ／平版インキ
（オフセットインキ）／溶
剤型グラビアインキ/溶剤型
フレキソインキ／スクリー
ンインキ

【通常インキ】
水性グラビアインキ／水性
フレキソインキ

— —

【特殊インキ】
リサイクル対応型UVインキ
／オフセット用金・銀イン
キ／パートルインキ／OCR
インキ（油性）

【特殊インキ】
ＵＶインキ／グラビア用
金・銀インキ／OCR UV
インキ／ＥＢインキ／蛍光
インキ

【特殊インキ】
感熱インキ／減感インキ／
磁性インキ

【特殊インキ】
昇華性インキ／発砲インキ
／芳香インキ

【特殊加工】
ＯＰニス — — —

③
加
工
資
材

【製本加工】
製本用針金／ホッチキス等
／難細烈化ＥＶＡ系ホット
メルト／ＰＵＲ系ホットメ
ルト／水溶性のり

【製本加工】
製本用糸／ＥＶＡ系ホット
メルト

【製本加工】
クロス貼り（布クロス、紙
クロス）

【表面加工】
光沢コート（ニス引き、プ
レスコート）

【表面加工】
光沢ラミネート（ＰＰ貼
り）／ＵＶコート、ＵＶラ
ミコート／箔押し

— —

【その他加工】
リサイクル対応型シール
（全離解可能粘着紙）☆

【その他加工】
シール（リサイクル対応型
を除く）

【その他加工】
立体印刷物（レンチキュ
ラーレンズ使用）

—

④
そ
の
他

—

【異物】
粘着テープ（リサイクル対
応）

【異物】
石／ガラス／金物（製本用
ホッチキス、針金等除く）
／土砂／木片／プラスチッ
ク類／布類／建材（石こう
ボード等）／不織布／粘着
テープ（リサイクル対応型
を除く）

【異物】
芳香付録品（芳香剤、香水、
口紅等）

【別表】古紙リサイクル適正ランクリスト

☆印の資材については、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型資材データベース」参照
※印の資材については、日本印刷産業連合会の「ファンシーペーパー・抄色紙の判定基準」参照

「印刷」グリーン調達ガイドライン


